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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第129号

　理容師法（昭和22年法律第234号）第11条の４第２項
の規定により、管理理容師として修了しなければならな
い講習会を次のとおり指定した。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　講習会の主催者
　⑴　主催者　公益財団法人理容師美容師試験研修セン

ター
　⑵　所在地　東京都渋谷区笹塚二丁目１番６号　ＪＭ

Ｆビル笹塚０１（８階）
２　講習日程及び講習会場

日　　　　　程 会　　　　　場

令和８年８月17日（月）
　　　　８月24日（月）
　　　　８月31日（月）

コラボしが21
（大津市打出浜２の１）

３　講習科目及び講習時間
　⑴　公衆衛生　　　　　　　　　　　４時間
　⑵　理容所の衛生管理　　　　　　　14時間
　　　　　　　　　　　　　　　　計　18時間
４　受講予定人員　10名
５　受講料　20,000円
６　受講についての問合せ先
　　公益財団法人理容師美容師試験研修センター近畿ブ
ロック事務所
　　大阪市中央区谷町一丁目３番１号　ソフィア大手前
ビル401号
　　電話（06）6942-6453

告　　　　　示

○管理理容師として修了しなければならな
い講習会の指定　 （生活衛生課）  149
○指定管理者の指定　 （健康福祉総務課）  150
○国民健康保険の国庫負担金等の算定に関
する政令に基づき知事が定める数 （医療保険政策課）  151
○漁業災害補償法に基づく共済契約締結の
同意の認定　 （水産事務所）   〃
○基本測量の実施　 （用地課）   〃
○公共測量の終了　 （　〃　）   〃
○道路の区域変更　 （中丹東土木事務所）  152
○道路の供用開始　 （　　 　〃　 　　）   〃
○指定管理者の指定　 （住宅政策課）   〃
○都市計画下水道事業の事業計画の変更認
可　 （山城北土木事務所）  153

公　　　　　告

○専修学校の設置認可　 （文教課）   〃
○専修学校の廃止認可　 （　〃　）   〃

○林地開発行為に係る事業計画書の縦覧　 
 （丹後広域振興局）  153
○都市計画下水道事業の施行　 （下水道政策課）  154

府　　議　　会

○京都府議会会議規則の一部を改正する規則　  155
○府議会定例会の開閉　   〃
○意見書　   〃

公 安 委 員 会

○道路交通法第44条第２項第２号の規定による停車
又は駐車に関係のある者による合意に係る告示　  156

人 事 委 員 会

○個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改
正する規則　   〃

労 働 委 員 会

○個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改
正する規則　   〃
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京都府告示第133号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指
定した。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の名称　京都府立視力障害者福祉センター
２　指定管理者　京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水

町375番地
　　　　　　　　社会福祉法人京都府社会福祉事業団
３　指定の期間　令和８年４月１日から令和13年３月31

日まで

京都府告示第134号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指
定した。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の名称　京都府立桃山学園
２　指定管理者　京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水

町375番地
　　　　　　　　社会福祉法人京都府社会福祉事業団
３　指定の期間　令和８年４月１日から令和13年３月31

日まで

京都府告示第135号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指
定した。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の名称　京都府立東山母子生活支援施設
２　指定管理者　京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水

京都府告示第130号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指
定した。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の名称　京都府立洛南寮
２　指定管理者　京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水

町375番地
　　　　　　　　社会福祉法人京都府社会福祉事業団
３　指定の期間　令和８年４月１日から令和13年３月31

日まで

京都府告示第131号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指
定した。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の名称　京都府立こども発達支援センター
２　指定管理者　京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水

町375番地
　　　　　　　　社会福祉法人京都府社会福祉事業団
３　指定の期間　令和８年４月１日から令和13年３月31

日まで

京都府告示第132号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指
定した。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の名称　京都府立心身障害者福祉センター
２　指定管理者　京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水

町375番地
　　　　　　　　社会福祉法人京都府社会福祉事業団
３　指定の期間　令和８年４月１日から令和13年３月31

日まで
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京都府告示第137号

　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第４
項において準用する同法第105条の２第３項の規定によ
る届出を審査した結果、次の区域及び区分において同法
第108条第２項の規定による同意があったものと認めた。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

区　　　　　　域 区　　　　　分

伊 根 町 区 域 小型合併漁業であって伊根地区で営む漁業

京都府告示第138号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第１項の規定により、次のとおり基本測
量を実施する旨測量計画機関の長である国土交通省国土
地理院長から通知があった。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　測量の地域
　　京都府全域
２　測量の期間
　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
３　測量の種類
　　基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正）

京都府告示第139号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第２項の規定により、次の地域の公共測
量（令和７年京都府告示第634号）が令和８年２月27日
終了した旨測量計画機関の長である南山城村長から通知
があった。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

町375番地
　　　　　　　　社会福祉法人京都府社会福祉事業団
３　指定の期間　令和８年４月１日から令和13年３月31

日まで

京都府告示第136号

　国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭
和34年政令第41号。以下「令」という。）第９条第３項、
第５項、第８項及び第９項、第10条第３項、第６項及び
第７項、第11条第３項、第６項及び第７項並びに第11条
の２第３項、第６項及び第７項の規定により知事が定め
る数は、次のとおりとし、令和８年４月１日から施行す
る。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　令第９条第３項の規定により知事が定める医療費指
数反映係数は、１とする。
２　令第９条第５項の規定により知事が定める一般納付
金所得係数は、0.8537900432657とする。
３　令第９条第８項の規定により知事が定める一般納付
金基礎額調整係数は、0.9593580319086とする。
４　令第９条第９項の規定により知事が定める一般納付
金被保険者均等割指数は、0.7とする。
５　令第10条第３項の規定により知事が定める後期高齢
者支援金等納付金所得係数は、0.8504070791887とす
る。
６　令第10条第６項の規定により知事が定める後
期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、
0.9999999991861とする。
７　令第10条第７項の規定により知事が定める後期高齢
者支援金等納付金被保険者均等割指数は、0.7とする。
８　令第11条第３項の規定により知事が定める介護納付
金納付金所得係数は、0.8269098643133とする。
９　令第11条第６項の規定により知事が定める介護納付
金納付金基礎額調整係数は、0.9999999978686とする。
10　令第11条第７項の規定により知事が定める介護納付
金納付金被保険者均等割指数は、0.7とする。
11　令第11条の２第３項の規定により知事が定める
子ども・子育て支援納付金納付金所得係数は、
0.8537900432657とする。
12　令第11条の２第６項の規定により知事が定める子
ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数は、
0.9999999902629とする。
13　令第11条の２第７項の規定により知事が定める子ど
も・子育て支援納付金納付金被保険者均等割指数は、
0.7とする。
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　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
８年３月24日から令和８年４月７日まで縦覧に供する。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　道路の種類　　一般国道
　⑵　路　線　名　　175号
　⑶　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

舞鶴市字岡田由里小字壱番田972の
２から

舞鶴市字岡田由里小字下市10358の
１まで

令和８年３月24日

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府中丹東土木事務所及び京都
府建設交通部道路管理課

２⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　田井中田線
　⑶　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

舞鶴市字田井小字地蔵田10027の８
から

舞鶴市字大山小字黒滝10060の67ま
で

令和８年３月24日

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府中丹東土木事務所及び京都
府建設交通部道路管理課

京都府告示第142号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指
定した。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の名称
　⑴　公営住宅　五か庄団地、野添団地、砂田団地、西
大久保団地、三室戸団地、槇島大川原団地、城南団
地、水主団地、八幡団地、上津屋団地、岩田団地、
八幡男山団地、一休が丘団地、興戸団地、田辺団地、
木津団地、山の上団地、北代団地、御牧団地、東佐
山団地及び下津屋団地

　⑵　準公営住宅　砂田団地及び一休が丘団地
　⑶　特定公共賃貸府営住宅　砂田団地

　測量の地域
　相楽郡南山城村全域

京都府告示第140号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
８年３月24日から令和８年４月７日まで縦覧に供する。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　道路の種類　　一般国道
　⑵　路　線　名　　175号
　⑶　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

舞鶴市字岡田由里小字壱番田
972の２から

舞鶴市字岡田由里小字下市
10358の１まで

前

ｍ

 
最小　16.2

最大　48.2

ｍ

　 　71.0

後
 最小　19.3

 最大　50.3

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府中丹東土木事務所及び京都
府建設交通部道路管理課

２⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　田井中田線
　⑶　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

舞鶴市字田井小字地蔵田
10027の８から

舞鶴市字大山小字黒滝10060
の67まで

前

ｍ

 
最小　14.6

最大　34.9

ｍ

　  140.2

後
 最小　27.8

 最大　37.2

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府中丹東土木事務所及び京都
府建設交通部道路管理課

京都府告示第141号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
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　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

名　称 位　　置 設置者 学　科 総定員 開　校 
年月日

京都経営
専門学校

向日市寺戸町
向畑60の３

学校法人
白都学園経営学科

人
160
令
 8. 4. 1

　学校教育法（昭和22年法律第26号）第130条第１項の
規定により、次のとおり専修学校の廃止を令和８年３月
13日認可した。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

名　　称 位　　　　置 設 置 者 廃　止 
年月日

池坊文化学院京都市下京区室町通四条下る鶏鉾町491
学校法人池坊
学園

令
 8. 3.31

　京都府林地開発行為の手続に関する条例（平成23年京
都府条例第25号）第３条の規定により、林地開発行為に
係る事業計画書の提出があったので、その写しを次のと
おり縦覧に供する。
　なお、事業計画書の内容について生活環境の保全の見
地から意見を有する地域住民等は、意見書を知事に提出
することができる。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　林地開発行為をしようとする者の名称、代表者の氏
名及び主たる事務所の所在地
　　松村産業株式会社
　　代表取締役　松村　竹治
　　京丹後市峰山町赤坂555番地
２　林地開発行為の目的
　　土石の採掘（真砂土）
３　林地開発行為をしようとする区域
　　京丹後市大宮町三重小字水戸谷10515番12ほか（次
の図のとおり）
４　林地開発行為をしようとする区域の面積
　　4.6ヘクタール
５　期間
　⑴　林地開発行為を行う期間

　⑷　特別賃貸府営住宅　西大久保団地、東佐山団地及
び下津屋団地

２　指定管理者　大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１番43
号

　　　　　　　　近鉄住宅管理株式会社
　　　　　　　　代表取締役　陸野　輝
３　指定の期間　令和８年４月１日から令和13年３月31

日まで

京都府告示第143号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の
規定により、宇治田原都市計画下水道事業（平成６年京
都府告示第477号）の事業計画の変更を次のとおり認可
した。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施行者の名称
　　宇治田原町
２　都市計画事業の種類及び名称
　　宇治田原都市計画下水道事業
　　京都府木津川流域関連宇治田原町公共下水道
３　事業施行期間
　　平成６年７月15日から令和12年３月31日まで
４　事業地
　⑴　収用の部分
　　　令和７年京都府告示第173号の事業地から大字郷

之口小字向井及び小字末山を除く。
　⑵　使用の部分
　　　令和７年京都府告示第173号の事業地のうち大字
岩山小字口浄戸、大字立川小字中畑及び小字大下、
大字荒木小字立川及び小字前川原、大字贄田小字船
戸並びに大字南小字亥子、小字岡之薮、小字村中西、
小字下湯川、小字下中道及び小字栗所において事業
地を変更する。

　公　　　　告　

　学校教育法（昭和22年法律第26号）第130条第１項の
規定により、次のとおり専修学校の設置を令和８年３月
13日認可した。
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　⑴　京都府丹後広域振興局農林商工部森づくり振興課
　　　京丹後市峰山町丹波855番地
　⑵　京都府農林水産部森の保全推進課
　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　⑶　京丹後市農林水産部農林整備課
　　　京丹後市大宮町口大野226番地
　⑷　松村産業株式会社
　　　京丹後市峰山町赤坂555番地
９　縦覧期間
　　令和８年３月24日（火）から令和８年４月23日（木）
まで
10　意見書の提出期間及び提出先
　⑴　提出期間
　　　令和８年３月24日（火）から令和８年４月23日（木）
まで

　⑵　提出先
　　　〒627-8570　京丹後市峰山町丹波855番地
　　　京都府丹後広域振興局農林商工部森づくり振興課
　（「次の図」は、省略し、その図面を８の縦覧場所に
おいて縦覧に供する。）

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項に
おいて準用する同法第62条第１項の規定により、事業計
画の変更の認可の告示（令和８年近畿地方整備局告示第
21号）があった京都都市計画（京都国際文化観光都市建
設計画）下水道事業の概要は、次のとおりである。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　都市計画事業の種類及び名称
　　京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）下
水道事業
　　桂川右岸流域下水道
２　施行者の名称
　　京都府
３　事務所の所在地
　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　京都府建設交通部下水道政策課
４　事業地の所在
　⑴　収用の部分
　　　昭和48年建設省告示第666号、昭和54年建設省告

示第411号、平成８年建設省告示第238号及び平成13
年近畿地方整備局告示第80号の事業地のうち、京都
市伏見区淀大下津町並びに乙訓郡大山崎町字下植野
小字南牧方及び小字北牧方地内において事業地を変
更する。

　⑵　使用の部分
　　　変更なし

　　　令和８年７月26日から令和11年７月25日まで
　⑵　林地開発行為が土石の採掘である場合の全体の計
画期間

　　　平成17年７月26日から令和17年７月25日まで
６　生活環境に影響が生じるおそれの有無
　　有
７　生活環境に影響が生じるおそれの種類、おそれがあ
る範囲及びおそれを減じるための措置

おそれの種類 おそれがある範囲 おそれを減じるための
措置

周辺道路の汚れ 　開発区域から国道
312号までの接続道路
（林道奥寄線）（次の
図のとおり）

　場内の車両出入口に
洗車場を設置し、場内
で汚れたタイヤの汚れ
を落とす。
　汚れた場合は、散水
車等で清掃を行い、土
砂等を除去する。

交通量の増加 〃 　朝夕の通勤時間帯に
おける交通混雑及び事
故発生を避けるため、
運搬車両の出入時間
は、午前８時30分から
午後５時までとする。
　出入りの際、運搬車
両運転手に対し、車両
の通行の安全に関する
注意を徹底する。

河川水量の増加 　京丹後市大宮町三重
地内の一部に存する範
囲（次の図のとおり）

　場内最下流部に調整
池を設置し、場内に
降った雨水は、全て調
整池に集水し、下流の
河川に影響を与えない
水量を徐々に排水する。 
　調整池にたまった泥
を定期的に除去し、調
整池の容量を確保する。

濁水の発生 〃 　沈砂池としての機能
を持たせた調整池を設
置することで、泥分を
沈下させた後、場外に
放流する。

騒音の発生 　開発区域から100ｍ
以内の範囲（次の図の
とおり）

　作業時間は、午前８
時30分から午後５時ま
でとする。
　重機、運搬車両等の
アイドリングを禁止す
る。
　運搬車両の速度を時
速30km以内とする。
　残置森林を設け、周
囲との緩衝帯とする。

８　縦覧場所
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19号）があった相楽都市計画下水道事業の概要は、次の
とおりである。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　都市計画事業の種類及び名称
　　相楽都市計画下水道事業
　　木津川上流流域下水道
２　施行者の名称
　　京都府
３　事務所の所在地
　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　京都府建設交通部下水道政策課
４　事業地の所在
　⑴　収用の部分
　　　変更なし
　⑵　使用の部分
　　　変更なし

府　　議　　会

　京都府議会会議規則の一部を改正する規則をここに公
布する。

　　令和８年３月24日
　　　　京都府議会議長　荒　巻　　隆　三

京都府議会規則第１号

京都府議会会議規則の一部を改正する規則

　京都府議会会議規則（昭和31年京都府議会規則第２号）
の一部を次のように改正する。
　第２条第２項中「６週間」を「８週間」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

１　府議会定例会の開閉
　　令和８年２月４日に招集された２月府議会定例会
は、令和８年３月12日閉会した。
２　意見書
　　令和８年３月12日次の意見書を可決した。
　　北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深める
ための広報啓発の推進を求める意見書

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項に
おいて準用する同法第62条第１項の規定により、事業計
画の変更の認可の告示（令和８年近畿地方整備局告示第
22号）があった京都都市計画、宇治都市計画、綴喜都市
計画、相楽都市計画及び宇治田原都市計画下水道事業の
概要は、次のとおりである。

　令和８年３月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　都市計画事業の種類及び名称
　　京都都市計画、宇治都市計画、綴喜都市計画、相楽
都市計画及び宇治田原都市計画下水道事業
　　木津川流域下水道
２　施行者の名称
　　京都府
３　事務所の所在地
　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　京都府建設交通部下水道政策課
４　事業地の所在
　⑴　収用の部分
　　　昭和50年建設省告示第1571号、昭和55年建設省告
示第1632号、昭和57年建設省告示第1853号、昭和60
年建設省告示第63号、昭和61年建設省告示第236号、
平成元年建設省告示第1025号、平成４年建設省告示
第96号、平成９年建設省告示第1167号及び平成15年
近畿地方整備局告示第54号の事業地に綴喜郡宇治田
原町大字郷之口小字向井を加える。

　⑵　使用の部分
　　　昭和50年建設省告示第1571号、昭和55年建設省告
示第1632号、昭和57年建設省告示第1853号、昭和60
年建設省告示第63号、昭和61年建設省告示第236号
及び平成15年近畿地方整備局告示第54号の事業地に
城陽市奈島下小路、上小路、坊ヶ谷及び池ノ首、市
辺西川原、南垣内、上芦原、出川原及び金山並びに
中芦原並びに綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字豊前
丈、小字東谷、小字中島、小字畷之浦、小字末田、
小字長井野及び小字向井を加え、城陽市奈島十六地
内において事業地を変更する。

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項に
おいて準用する同法第62条第１項の規定により、事業計
画の変更の認可の告示（令和８年近畿地方整備局告示第
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る規則をここに公布する。

　　令和８年３月24日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　辻　　　　幸　子　

京都府人事委員会規則117―７

個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改
正する規則

　個人情報の保護に関する法律施行細則（令和６年京都
府人事委員会規則17―２）の一部を次のように改正する。
　別記第１号様式、別記第９号様式及び別記第15号様式
中「又は住民基本台帳カード（住所の記載のあるものに
限ります。）」を削る。
　別記第20号様式中「個人情報の保護に関する法施行条
例」を「個人情報の保護に関する法律施行条例」に改め、
「又は住民基本台帳カード（住所の記載のあるものに限
ります。）」を削る。

　　　附　則

１　この規則は、公布の日から施行する。
２　この規則による改正前の個人情報の保護に関する法
律施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規
則による改正後の個人情報の保護に関する法律施行細
則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使
用することができる。

労　働　委　員　会

　個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正す
る規則をここに公布する。

　　令和８年３月24日
　　　　京都府労働委員会
　　　　　会長　青　木　　苗　子

京都府労働委員会規則第１号

個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改
正する規則

　個人情報の保護に関する法律施行細則（令和５年京都
府労働委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。
　別記第１号様式中「又は住民基本台帳カード（住所の
記載のあるものに限ります。）」を削る。
　別記第２号様式、別記第３号様式及び別記第７号様式
中「京都府労働委員会会長に」を「京都府労働委員会に」
に、「京都府労働委員会を」を「京都府を」に、「京都府

公　安　委　員　会

京都府公安委員会告示第43号

　道路交通法（昭和35年法律第105号）第44条第２項第
２号の規定により、京都市内の乗合自動車の停留所にお
ける一般旅客自動車運送事業用自動車等の停車又は駐車
に関して次のとおり合意した。

　　令和８年３月24日
京都府公安委員会　　　　　　　
委員長　池　坊　　由　紀　　

１　合意した者
　⑴　高槻市企業管理者
　⑵　京都府公安委員会
　⑶　高槻市長
　⑷　京都市長
　⑸　国土交通省近畿運輸局長
２　一般旅客自動車運送事業用自動車等が停車又は駐車
をする乗合自動車の停留所の名称等

停留所 
の名称 方向 所在地

空谷橋 南行 京都市西京区大原野出灰町318の１

３　停車又は駐車をする一般旅客自動車運送事業用自動
車等の範囲
　　停車又は駐車をする一般旅客自動車運送事業用自動
車等の範囲は、次の表の左欄に掲げる運行事業者が、
同表の中欄に掲げる事業形態により行う同表の右欄に
掲げる事業の用に供するものとする。

運行事業者 事業形態 事業

東京・日本
交通株式会
社

道路運送法（昭和26年法律
第183号）第21条第２号に
よる乗合旅客の運送

たかつきデマンドバス
事業

４　期間
　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
５　停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がな
いものとなるようにするために必要と認める事項
　　停留所を使用している一般乗合旅客自動車運送事業
者と運行時刻について、調整を図ること。

人　事　委　員　会

　個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正す
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労働委員会会長と」を「京都府労働委員会と」に改める。
　別記第９号様式中「又は住民基本台帳カード（住所の
記載のあるものに限ります。）」を削る。
　別記第10号様式及び別記第11号様式中「京都府労働委
員会会長に」を「京都府労働委員会に」に、「京都府労
働委員会を」を「京都府を」に、「京都府労働委員会会
長と」を「京都府労働委員会と」に改める。
　別記第15号様式中「又は住民基本台帳カード（住所の
記載のあるものに限ります。）」を削る。
　別記第16号様式及び別記第17号様式中「京都府労働委
員会会長に」を「京都府労働委員会に」に、「京都府労
働委員会を」を「京都府を」に、「京都府労働委員会会
長と」を「京都府労働委員会と」に改める。
　別記第20号様式中「個人情報の保護に関する法施行条
例」を「個人情報の保護に関する法律施行条例」に改め、
「又は住民基本台帳カード（住所の記載のあるものに限
ります。）」を削る。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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